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令和８ 年度茶氷プロジェ ク ト 及びするがヌ ーン茶プロジェ ク ト 実施業務 

公募型プロポーザル実施要領

 

１  趣旨 

  こ の実施要領は、（ 公財） するが企画観光局（ 以下、 当財団と いう ） が発注する「 令和

８ 年度茶氷プロジェ ク ト 及びするがヌ ーン茶プロジェ ク ト 実施業務」 の受託者を、公募型プ

ロポーザル方式（ 以下「 プロポーザル」 と いう 。） により 選定するために必要な事項を 定め

るも のです。  

なお、本プロポーザルは予算議決前の準備行為と し て実施するも のであり 、理事会におい

て予算の減額、否決があっ たと き は、本プロポーザルについて実施の効力を失う 場合があり

ます。  

 

２  業務の概要 

（ １ ） 業務名  令和８ 年度茶氷プロ ジェ ク ト 及びする がヌ ーン茶プロ ジェ ク ト

実施業務 

（ ２ ） 業務内容  仕様書（ 別紙１ ） のと おり  

（ ３ ） 委託期間  契約日から 令和９ 年３ 月 31 日まで 

（ ４ ） 提案限度額 9, 380, 000 円 （ 消費税、 地方消費税、 源泉徴収税等を含む）  

（ ５ ） 支払方法  業務完了後の一括払い 

 

３  プロポーザルに参加する者に必要な資格に関する事項 

申請日から 見積徴取日までの間、 次に掲げる条件を満たす者である必要があり ます。  

（ １ ） 地方自治法施行令（ 昭和22年政令第16号） 第167条の４ の規定に該当し ない者である

こ と 。  

（ ２ ） 会社更生法（ 平成14年法律第154号） に基づき 更生手続開始の申立てがなさ れている

者（ 更生手続開始の決定を受けている者を除く 。）、民事再生法（ 平成11年法律第225号）

に基づき 再生手続開始の申立てがなさ れている者（ 再生手続開始の決定を受けている

者を 除く 。） 又は破産法（ 平成１ ６ 年法律第７ ５ 号） に基づく 破産手続開始の申立てを

し ている者でないこ と 。  

（ ３ ） 暴力団員等（ 静岡市暴力団排除条例（ 平成25年静岡市条例第11号） 第２ 条第３ 号に規

定する暴力団員等をいう 。 以下同じ 。）、 暴力団員（ 同条第２ 号に規定する暴力団員をい

う 。 以下同じ 。） の配偶者（ 暴力団員と 生計を一にする配偶者で、 婚姻の届出をし てい

ないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある者を含む。 以下同じ 。） 及び暴力団員等と 密

接な関係を有するも のでないこ と 。  
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４  審査スケジュ ール 

内容 期間 注意事項 

公募開始 令和８ 年２ 月１ ７ 日（ 火）   

質問受付 令和８ 年２ 月２ ７ 日（ 金） 正

午まで 

 

質問に対する回答 令和８ 年３ 月５ 日（ 木） まで ホ ー ム ペ ー ジ で 公開し ま

す。  

企画提案書提出（ プ ロ ポー

ザル参加申請書等提出書類

一式を含む）  

令和８ 年３ 月１ ９ 日（ 木） 正

午まで（ 必着）  

電子メ ールによ り 、 下記担

当者宛て電子メ ールにて送

付し てく ださ い。  

書類選考（ １ 次選考）  令和８ 年３ 月１ ９ 日（ 木） か

ら 令和８ 年３ 月２ ４ 日（ 火）

まで 

書類選考によ り ３ 者程度を

選定し ます。  

書類選考（ １ 次選考） 審査結

果通知 

令和８ 年３ 月２ ４ 日（ 火）  書類選考（ １ 次選考） の参加

者全てに通知し ます。  

プ レ ゼン テーショ ン （ ２ 次

選考）  

令和８ 年３ 月３ １ 日（ 火）   

最終審査結果の通知 令和８ 年３ 月３ １ 日（ 火） 以

降 

プ レ ゼン テ ーショ ン （ ２ 次

選考） の参加者全てに通知

し ます。  

契約締結 令和８ 年４ 月１ 日（ 水） 以降  

 

５  質問書の提出及び回答 

質問事項があれば、質問書（ 様式５ ） を作成し 、令和８ 年２ 月２ ７ 日（ 金） 正午までに、

下記担当者宛て電子メ ールにて送付し てく ださ い。質問書の提出があっ た場合は、令和８

年３ 月５ 日（ 木） までにホームページ上に公開し ます。 なお質問及び回答の内容は本要領

及び仕様書の追補と し ます。  

 

６  提出書類等 

（ １ ）  プロポーザル参加申請書【 様式１ 】  

（ ２ ）  会社概要書【 様式２ 】  

（ ３ ）  関連業務実績報告書【 様式３ 】  

（ ４ ）  暴力団排除に関する誓約書兼同意書【 様式４ 】  

（ ５ ）  企画提案書（「 ７  企画提案書」 に記載のと おり ）  

（ ６ ）  実施体制調書（ 任意様式）  

（ ７ ）  参考見積書（ 任意様式）  
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・ 金額は税込みで記載し てく ださ い。  

・ 工程ごと の内訳を記載し 、 可能な限り 各工程に要する人工等について記載するな

ど積算の根拠を示し てく ださ い。  

 

７  企画提案書 

（ １ ）  当財団が提示する課題に対し て効果的な解決策を具体的かつ簡素に示し 、 評価基

準と 提案内容の関係が明確に判断でき るよう 記載し てく ださ い。  

（ ２ ）  仕様書に基づく 主な提案内容と し て、 プロモーショ ンの内容と 制作物のデザイ ン

については必ず記載し てく ださ い。  

（ ３ ）  仕様書に指定するも の以外の独自提案を行う こ と は可能です。 その場合、 その実

施に要する費用は、本プロポーザルで提案する参考見積金額に含むも のと し ます。 

（ ４ ）  提出期限を超えた提出書類の差し 替え、 修正、 追加等は認めません。 ただし 、 当

財団から 要請のあっ たも のについてはこ の限り ではあり ません。  

（ ５ ）  提出期限までに提出先に到達し なかっ た企画書は、 いかなる理由を も っ ても 受理

し ません。  

（ ６ ）  提出さ れた企画提案書は返却し ません。  

（ ７ ）  契約を締結し た事業者の企画提案書の知的所有権は委託者に帰属するも のと し ま

す。  

（ ８ ）  書式等は次のと おり と し ます。  

① 用紙サイ ズはＡ ４ 判を 基本と し 、 縦横どちら でも 構いません。  

② 電子媒体に納める フ ァ イ ル形式は、 Mi cr osof tWor d、 Mi cr osof t Power Poi nt 、

Mi cr osof t Excel 、 PDF 形式と し てく ださ い。  

③ 提案書のページ数制限はあり ませんが、 概ね 15 分程度で説明できる内容と し て

く ださ い。  

 

８  書類選考（ １ 次選考）  

（ １ ）  実施方法等 

① 提出さ れた企画提案書等の書類について、 事務局にて評価し 、 １ 次選考通過者と し

て３ 者程度を 選定し ます。  

② 企画提案審査基準（ 別紙２ ） に基づき 、 項目ごと に数値化し て採点し 、 合計点数に

よ り 審査し ます。  

（ ２ ）  書類選考結果の通知 

全ての参加者に電子メ ールにより 選考結果を通知し ます。  

 

９  プレゼンテーショ ン（ ２ 次選考）  

（ １ ）  実施方法等 
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① プレゼンテーショ ンにおける時間配分の目安は次のと おり です。  

ア 準備： 5 分 

イ  説明： 15 分 

ウ 質疑応答： 10 分 

② プレゼンテーショ ンは、 原則と し て、 本業務を受託する際に担当者と し て従事する

方が行っ てく ださ い。  

③ プレゼンテーショ ンの出席者は、 ３ 名以内と し ます。  

④ プレゼンテーショ ンにパソ コ ンを使用する場合は持参し てく ださ い。  

⑤ プロジェ ク タ 、 スク リ ーン等は事務局が用意し ます。  

⑥ 提出さ れた企画提案書等の書類及びプレ ゼンテーショ ン の内容については非公開

と し ます。  

（ ２ ）  評価者 

当財団が指名し た者を 審査員と する選考会にて評価を行います。  

（ ３ ）  企画提案の評価 

企画提案書、 見積金額及びプレゼンテーショ ンの内容について、 企画提案審査基準

（ 別紙２ ） に基づき 項目ごと に数値化し て採点し ます。 企画提案審査基準の評価項

目を 参考にし て、 プレ ゼンテーショ ンを行っ てく ださ い。  

（ ４ ）  受託候補者の選定 

評価点の合計が最も 高い者（ 同点の場合は、 選考会の多数決により 選考） を 受託候

補者と し 、 契約の交渉を行います。 ただし 、 その者と 契約が合意に至ら ない場合に

は、 次に評価点の合計が高い者から 順に交渉を 行います。  

（ ５ ）  要求水準を満たさ ない場合 

以下のいずれかに該当する場合は、 その企画提案を 採用せず、 受託候補者と し て選

定し ません。  

① 審査員の１ 名でも 50 点を下回る評価を し た場合。  

② 審査員の評価点の合計が満点の 6 割を 下回っ た場合。  

（ ６ ）  書類選考結果の通知 

全ての参加者に電子メ ールにより 選考結果を通知し ます。  

 

10 失格条件 

  次の事項に該当する場合は失格と し ます。  

（ １ ）  提出書類に不足や虚偽の記載があっ た場合。  

（ ２ ）  こ の実施要領に違反し た場合。  

（ ３ ）  審査の透明性・ 公平性を害する行為があっ た場合。  

（ ４ ）  同一事業者につき ２ 案以上の企画提案書等を提出し た場合。  

（ ５ ）  本業務に係る参考見積額（ 消費税及び地方消費税の額を含む） が提案限度額を超
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えている場合。  

（ ６ ）  正当な理由なく プレゼンテーショ ン、 ヒ アリ ン グに応じ なかっ た場合。  

（ ７ ）  前各号に定めるも ののほか、 企画提案に当たり 著し く 信義に反する 行為等があっ

た場合。  

 

11 契約手続き 等 

当財団と 受託候補者により 契約に関する協議を 行い、契約を締結し ます。契約にあた

っ ては、審査委員会において最も 高い評価を得た事業者を 受託候補者と し 、提案内容に

基づき仕様内容を 協議し て決定し ます。  

（ １ ）  受託候補者と の契約締結交渉が不調と なっ た場合又は受託候補者が失格と なっ た

場合は、 次に評価点の合計が高い者と 契約締結交渉を行います。  

（ ２ ）  契約締結の協議が整っ た後、 契約を締結するも のと し ます。  

（ ３ ）  企画提案書等に記載さ れ、審査で評価し た項目については、原則と し て契約時の仕

様に反映さ せるこ と と し ます。ただし 、 本業務目的達成のため、必要な範囲で個別の

協議によ り 契約締結段階において、 項目の追加、 変更及び削除を 行う こ と があり ま

す。し たがっ て、受託候補者の決定をも っ て、企画提案書等に記載さ れた全内容を承

認するも のではあり ません。  

 

12 留意事項 

（ １ ）  提出し ていただいた書類等は、 返却し ません。  

（ ２ ）  提出書類作成、 プレゼンテーショ ンに係る費用は、 応募者の負担と し ます。  

（ ３ ）  提出期限を超えた関係書類の差し 替えや再提出は認めません。   

（ ４ ）  提出さ れた書類は、 選定手続き に必要な範囲において複製するこ と があり ます。   

（ ５ ）  提出書類は受託候補者選定の目的以外に使用し ません。  

（ ６ ）  本提案の参加申請書が受理さ れた後に、 参加資格要件を満たし ていないこ と が判

明し た場合は、 提案等の審査は一切実施し ません。  

（ ７ ）  当財団が必要と 認める場合には、 追加資料の提出を求めるこ と があり ます。  

（ ８ ）  公募手続きにおいて使用する言語及び通貨は、 日本語及び日本国通貨と し ます。  

（ ９ ）  本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が生じ た場合は協議によ り 定める こ と

と し ます。  

 

13 事務局（ 問合せ先）  

〒420‐ 0837 静岡市葵区日出町１ 番地の２  TOKAI 日出町ビル９ 階 

公益財団法人するが企画観光局 事業部 担当者： 小田遥 

 電 話： 054-204-6677 

 メ ール： h-masuda@sur uga-mt b. or . j p 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

暴力団排除に関する 誓約書兼同意書 

 

 年  月  日  

公益財団法人する が企画観光局 

理事長 久保田 隆  様 

 

住所 

氏名又は名称  

代表者名（ 法人の場合）            ㊞ 

                 電話番号 

 

１  当社（ 私） は、 次に掲げる も のに該当し ないこ と を誓約し ます。  

（ １ ） 役員等（ 事務事業の契約相手方が個人である 場合にはその者を、 法人である 場合にはその

役員又はその支店若し く は常時契約を締結する 事務所の代表者をいう 。 以下同じ 。） が暴力

団員等（ 静岡市暴力団排除条例（ 平成 25 年静岡市条例第 11 号） 第２ 条第３ 号に規定する 暴

力団員等をいう 。 以下同じ 。） 又は暴力団員（ 同条第２ 号に規定する 暴力団員をいう 。 以下

同じ 。） の配偶者（ 暴力団員と 生計を一にする 配偶者で、 婚姻の届出をし ていないが事実上

婚姻関係と 同様の事情にある 者を含む。 以下同じ 。） である と 認めら れる も の 

（ ２ ）  暴力団（ 静岡市暴力団排除条例第２ 条第１ 号に規定する 暴力団をいう 。 以下同じ ）、 暴

力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与し ている と 認めら れる も の 

（ ３ ） 役員等が自己、 自社若し く は第三者の不正の利益を図る 目的又は第三者に損害を加える

目的をも って、 暴力団、 暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用する などし たと 認めら れ

る も の 

（ ４ ） 役員等が、 暴力団、 暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対し て資金等を供給し 、 又は便

宜を供与する など直接的若し く は積極的に暴力団の維持、 運営に協力し 、 若し く は関与し

ている と 認めら れる も の 

（ ５ ） 役員等が暴力団、 暴力団員等又は暴力団員の配偶者と 社会的に非難さ れる べき 関係を有

し ている と 認めら れる も の 

２  当社（ 私） は、 公益財団法人する が企画観光局から 前項各号に該当する も のか否かを確認す

る ため履歴事項全部証明書、 役員等氏名一覧等必要書類の提出を求めら れたと き は、 直ちに提

出し ま す。  

３  当社（ 私） は、 本誓約書兼同意書及び役員等氏名一覧に記載し た情報を、 公益財団法人する

が企画観光局が警察署に提供する こ と に同意し ま す。  

４  当社（ 私） は、 公益財団法人する が企画観光局と 契約し た事業の実施及び同局から 助成金を

交付さ れた事業の実施にあたり 、 第１ 項各号に該当する も のと 契約し ないこ と を誓約し ます。  

５  当社（ 私） は、 公益財団法人する が企画観光局と 契約し た事業の実施及び同局から 助成金を

交付さ れた事業の実施にあたり 締結し た契約の相手方が第１ 項各号に該当する も のと 判明し 、

同局から 是正措置の要請を受けた場合は、 当該要請に従います。  

以上 



 

 


